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農林物資の規格化及び品質表示の

適正化に関する法律施行規則改正案

平成２２年３月２９日 農林物資規格調査会総会



○

農
林
物
資
の
規
格
化
及
び
品
質
表
示
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
農
林
省
令
第
六
十
二
号
）
改
正
案

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
日
本
農
林
規
格
の
制
定
等
に
関
す
る
計
画
）

〔
新
設
〕

第
一
条

農
林
水
産
大
臣
は
、
毎
年
度
、
農
林
物
資
の
規
格
化
及
び
品
質
表
示
の
適
正

化
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
七
条
（
法
第
九
条
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
規
格
の
制
定
並
び
に
日
本
農
林
規
格
の
確
認

、
改
正
及
び
廃
止
（
以
下
「
確
認
等
」
と
総
称
す
る
。
）
に
関
す
る
計
画
（
以
下
「

日
本
農
林
規
格
の
制
定
等
に
関
す
る
計
画
」
と
い
う
。
）
を
作
成
す
る
も
の
と
す
る

。
２

日
本
農
林
規
格
の
制
定
等
に
関
す
る
計
画
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
定
め

る
も
の
と
す
る
。

一

日
本
農
林
規
格
の
制
定
に
関
す
る
事
項

イ

制
定
し
よ
う
と
す
る
日
本
農
林
規
格
の
対
象
と
な
る
農
林
物
資
の
種
類
及
び

そ
の
趣
旨

ロ

当
該
農
林
物
資
の
品
質
、
生
産
、
取
引
、
使
用
又
は
消
費
の
現
況
及
び
将
来

の
見
通
し
並
び
に
国
際
的
な
規
格
の
動
向
に
関
す
る
調
査
（
以
下
「
規
格
調
査

」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
事
項

ハ

当
該
日
本
農
林
規
格
の
制
定
の
原
案
の
作
成
に
関
す
る
事
項

ニ

当
該
原
案
に
基
づ
い
て
作
成
さ
れ
た
日
本
農
林
規
格
の
制
定
の
案
（
以
下
単

に
「
制
定
の
案
」
と
い
う
。
）
及
び
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
よ
る
申
出
に
係

る
原
案
に
つ
い
て
広
く
一
般
の
意
見
を
求
め
る
手
続
に
関
す
る
事
項

ホ

農
林
物
資
規
格
調
査
会
の
審
議
に
関
す
る
事
項

二

日
本
農
林
規
格
の
確
認
等
に
関
す
る
事
項

イ

確
認
等
を
し
よ
う
と
す
る
日
本
農
林
規
格
の
名
称



ロ

当
該
確
認
等
を
し
よ
う
と
す
る
日
本
農
林
規
格
の
規
格
調
査
に
関
す
る
事
項

ハ

当
該
日
本
農
林
規
格
の
確
認
等
の
原
案
の
作
成
に
関
す
る
事
項

ニ

当
該
原
案
に
基
づ
い
て
作
成
さ
れ
た
日
本
農
林
規
格
の
確
認
等
の
案
（
以
下

単
に
「
確
認
等
の
案
」
と
い
う
。
）
及
び
法
第
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第

八
条
第
一
項
の
規
定
よ
る
申
出
に
係
る
原
案
に
つ
い
て
広
く
一
般
の
意
見
を
求

め
る
手
続
に
関
す
る
事
項

ホ

農
林
物
資
規
格
調
査
会
の
審
議
に
関
す
る
事
項

３

農
林
水
産
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
日
本
農
林
規
格
の
制
定
等
に
関
す
る

計
画
を
作
成
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
農
林
物
資
規
格
調
査
会
の
意

見
を
聴
く
も
の
と
す
る
。

４

農
林
水
産
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
日
本
農
林
規
格
の
制
定
等
に
関
す
る

計
画
を
作
成
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他

の
方
法
に
よ
り
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

５

前
二
項
の
規
定
は
、
日
本
農
林
規
格
の
制
定
等
に
関
す
る
計
画
の
変
更
に
つ
い
て

準
用
す
る
。

（
調
査
実
施
法
人
）

〔
新
設
〕

第
二
条

農
林
水
産
大
臣
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
と
認
め
る
法
人
（
以
下

「
調
査
実
施
法
人
」
と
い
う
。
）
に
、
規
格
調
査
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

日
本
農
林
規
格
の
制
定
又
は
確
認
等
に
関
す
る
知
見
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

二

規
格
調
査
に
関
す
る
知
見
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

三

規
格
調
査
を
行
う
の
に
必
要
な
経
理
的
基
礎
及
び
技
術
的
能
力
を
有
し
て
い
る

こ
と
。

四

個
人
情
報
の
適
正
な
取
扱
い
の
方
法
そ
の
他
規
格
調
査
の
適
正
か
つ
確
実
な
実

施
の
方
法
を
具
体
的
に
定
め
た
実
施
要
領
を
策
定
し
て
い
る
こ
と
。

２

調
査
実
施
法
人
は
、
日
本
農
林
規
格
の
制
定
等
に
関
す
る
計
画
に
従
つ
て
、
規
格



調
査
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

調
査
実
施
法
人
は
、
規
格
調
査
が
終
了
し
た
後
、
速
や
か
に
、
報
告
書
を
作
成
し

、
農
林
水
産
大
臣
に
こ
れ
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
原
案
作
成
機
関
）

〔
新
設
〕

第
三
条

農
林
水
産
大
臣
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
と
認
め
る
合
議
体
（
以

下
「
原
案
作
成
機
関
」
と
い
う
。
）
に
、
日
本
農
林
規
格
の
制
定
又
は
確
認
等
の
原

案
の
作
成
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

合
議
体
の
構
成
員
が
、
日
本
農
林
規
格
の
制
定
又
は
確
認
等
に
関
す
る
知
見
を

有
し
て
い
る
こ
と
。

二

合
議
体
の
構
成
員
の
構
成
が
、
利
害
関
係
を
有
す
る
者
の
多
様
な
意
見
が
適
切

に
反
映
さ
れ
る
も
の
と
な
る
よ
う
配
慮
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三

合
議
体
の
構
成
員
以
外
の
利
害
関
係
を
有
す
る
者
に
そ
の
会
議
に
お
い
て
意
見

を
述
べ
る
機
会
を
与
え
る
こ
と
、
当
該
会
議
を
公
開
す
る
こ
と
そ
の
他
利
害
関
係

を
有
す
る
者
の
意
見
を
反
映
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
が
原
案

作
成
機
関
の
会
議
規
則
に
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

２

原
案
作
成
機
関
は
、
日
本
農
林
規
格
の
制
定
等
に
関
す
る
計
画
に
従
つ
て
、
科
学

的
知
見
に
基
づ
き
、
法
第
七
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
適
合
す
る
よ
う
に
、

制
定
又
は
確
認
等
の
原
案
の
作
成
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

原
案
作
成
機
関
は
、
制
定
又
は
確
認
等
の
原
案
を
作
成
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に

、
当
該
原
案
並
び
に
そ
の
会
議
の
議
事
の
経
過
の
要
領
、
そ
の
結
果
及
び
当
該
会
議

に
提
出
さ
れ
た
資
料
（
次
条
第
二
項
第
二
号
に
お
い
て
「
会
議
の
報
告
書
」
と
い
う

。
）
を
農
林
水
産
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
日
本
農
林
規
格

の
確
認
又
は
廃
止
の
場
合
に
は
、
そ
の
確
認
又
は
廃
止
を
し
よ
う
と
す
る
日
本
農
林

規
格
を
原
案
と
み
な
す
。



（
農
林
物
資
規
格
調
査
会
へ
の
諮
問
）

〔
新
設
〕

第
四
条

農
林
水
産
大
臣
は
、
制
定
の
案
又
は
確
認
等
の
案
に
つ
い
て
、
広
く
一
般
の

意
見
を
求
め
る
手
続
を
行
つ
た
上
で
、
農
林
物
資
規
格
調
査
会
の
審
議
に
付
す
も
の

と
す
る
。

２

農
林
水
産
大
臣
は
、
制
定
の
案
又
は
確
認
等
の
案
に
つ
い
て
農
林
物
資
規
格
調
査

会
の
審
議
に
付
す
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

日
本
農
林
規
格
の
制
定
等
に
関
す
る
計
画
に
定
め
ら
れ
た
当
該
制
定
又
は
確
認

等
を
し
よ
う
と
す
る
日
本
農
林
規
格
の
規
格
調
査
の
結
果

二

前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
会
議
の
報
告
書

三

前
項
の
規
定
に
よ
る
広
く
一
般
の
意
見
を
求
め
る
手
続
の
結
果

３

前
二
項
の
規
定
は
、
法
第
八
条
第
一
項
（
法
第
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
第
十
四
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
申
出
に
係
る
原
案
に
つ
い
て

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
第
二
号
中
「
前
条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は

「
第
十
四
条
」
と
、
「
会
議
の
報
告
書
」
と
あ
る
の
は
「
原
案
を
作
成
す
る
過
程
に

お
い
て
開
催
し
た
第
十
三
条
第
二
項
の
会
議
の
議
事
の
経
過
の
要
領
、
そ
の
結
果
及

び
当
該
会
議
に
提
出
さ
れ
た
資
料
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
五
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で

削
除

第
一
条
か
ら
第
十
三
条
ま
で

削
除

（
日
本
農
林
規
格
の
制
定
又
は
確
認
等
の
申
出
）

（
日
本
農
林
規
格
の
制
定
、
確
認
、
改
正
又
は
廃
止
の
申
出
）

第
十
三
条

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
行
お
う
と
す
る
者
は
、
同
項
の

〔
新
設
〕

原
案
に
係
る
農
林
物
資
の
品
質
、
生
産
、
取
引
、
使
用
又
は
消
費
の
現
況
及
び
将
来

の
見
通
し
並
び
に
国
際
的
な
規
格
の
動
向
を
考
慮
す
る
と
と
も
に
、
実
質
的
に
利
害

関
係
を
有
す
る
者
の
意
向
を
反
映
す
る
よ
う
に
、
か
つ
、
そ
の
適
用
に
当
た
つ
て
同

様
な
条
件
の
下
に
あ
る
者
に
対
し
て
不
公
正
に
差
別
を
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
当

該
原
案
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



２

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
行
お
う
と
す
る
者
は
、
前
項
の
原
案
を

作
成
す
る
に
当
た
つ
て
は
、
利
害
関
係
を
有
す
る
者
を
も
つ
て
構
成
す
る
会
議
を
設

け
、
そ
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
行
お
う
と
す
る
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
当

該
原
案
の
規
格
調
査
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
前
項
の
会
議
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

第
十
四
条

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し

第
十
四
条

農
林
物
資
の
規
格
化
及
び
品
質
表
示
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「

た
文
書
（
正
副
三
通
）
を
も
つ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
日
本
農
林
規

法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一
項
（
法
第
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

格
の
確
認
又
は
廃
止
を
申
し
出
る
場
合
に
は
、
そ
の
確
認
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る

）
の
規
定
に
よ
る
申
出
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
文
書
（
正
副
三
通
）
を

日
本
農
林
規
格
を
原
案
と
み
な
す
。

も
つ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
日
本
農
林
規
格
の
確
認
又
は
廃
止
を
申

し
出
る
場
合
に
は
、
そ
の
確
認
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
日
本
農
林
規
格
を
原
案
と

み
な
す
。

一

申
出
人
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
申
出
人
の
従
事
し
て
い
る
事
業
の

一

申
出
人
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

種
類
と
そ
の
内
容

二

制
定
又
は
確
認
等
を
し
よ
う
と
す
る
農
林
物
資
の
種
類
及
び
制
定
、
確
認
、
改

二

制
定
、
確
認
、
改
正
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
農
林
物
資
の
種
類
及
び
制
定
、

正
及
び
廃
止
の
別

確
認
、
改
正
及
び
廃
止
の
別

三

制
定
、
確
認
、
改
正
又
は
廃
止
の
理
由

三

制
定
、
確
認
、
改
正
又
は
廃
止
の
理
由

四

当
該
申
出
に
係
る
原
案
に
係
る
規
格
調
査
の
結
果

五

制
定
又
は
改
正
の
申
出
の
と
き
は
、
当
該
申
出
に
係
る
原
案
を
作
成
す
る
過
程

四

制
定
又
は
改
正
の
申
出
の
と
き
は
、
原
案
作
成
ま
で
の
経
過

に
お
い
て
開
催
し
た
前
条
第
二
項
の
会
議
の
議
事
の
経
過
の
要
領
、
そ
の
結
果
及

び
当
該
会
議
に
提
出
さ
れ
た
資
料

五

申
出
人
の
従
事
し
て
い
る
事
業
の
種
類
と
そ
の
内
容



平 成 ２ ２ 年 ３ 月             

農林水産省消費・安全局  

 

農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行規則の一部

改正について（概要） 

 

１ 改正の趣旨 

（１）飲食料品や木材など農林物資の品質についての規格として、農林物資の規格

化及び品質表示の適正化に関する法律（昭和２５年法律第１７５号。以下「Ｊ

ＡＳ法」という。）第７条の規定に基づき、日本農林規格（以下「ＪＡＳ規格」

という。）が定められている。現在、６６のＪＡＳ規格が存在し、それぞれ少

なくとも５年に一度、定期的な見直しを行っている。 

   農林水産省は、こうした既存のＪＡＳ規格の見直しや新たなＪＡＳ規格の制

定を行うに当たっては、独立行政法人農林水産消費安全技術センター（以下「Ｆ

ＡＭＩＣ」という。）に依頼して関係事業者や消費者による委員会を開催した

り、パブリックコメントの募集を行ったりすることにより、利害関係者の意見

を反映した案を作成した上で、その案を農林物資規格調査会の審議に付してい

る。 

   また、ＪＡＳ法第８条の規定に基づき、都道府県や利害関係者は、新たなＪ

ＡＳ規格の制定や既存のＪＡＳ規格の見直しを提案することができるが、近

年、この提案はなされていない。 

 

（２）今般、こうした定期的なＪＡＳ規格の見直しや、新たなＪＡＳ規格の制定の

プロセスの透明性を高め、より適切に利害関係者の意見を反映できるようにす

るため、ＪＡＳ規格の制定と見直しに関する手続を省令に明記することとす

る。あわせて、ＪＡＳ法第８条の規定に基づく提案を活性化するため、提案に

必要な書類をより詳細に規定することとする。 



２ 改正の概要 

   

   

  

   

   

         

規格策定の着手 

実態調査 

規格原案の作成 

パブコメ・ＪＡＳ調査会 

官報告示 

規格策定計画の作成 

実態調査 

規格原案の作成 

パブコメ・ＪＡＳ調査会 

官報告示 

透
明
化 

限
ら
れ
た
関
係
者
で
実
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